
２　個別事業評価調書

事業期間

総事業費 3,790千円 本年度事業費 3,790千円 交付金交付額 1,895千円

1 府と市町村等との連携に資する成果

2 住民の自治意識を高める成果

3 リーディング・モデル成果

4 広域的波及成果

5 行財政改革に資する成果

6 その他の成果

（記載要領)
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団体名：　　　　笠置町

　相楽連合施設等整備事業

　行政運営体制が近似した相楽郡和束町・南山城村の東部3町村で「相楽郡東部広域連携協議会」を発足し、
業務の連携を図ることによる住民サービスの向上、または経費削減を目標に、さまざまな業務について連携の
実現性を検討・協議を行い、平成20年12月22日には「相楽東部広域連合」を立ち上げ、21年度より新たに教育
施策が同連合より行われることとなりました。
　ただ、新たにスタートする連合組織が勤務する施設としては整備が不十分であったため、21年度からの業務
体制の充足を目的に整備を行いました。

平成20年12月22日～平成21年3月31日

事業の有効性

事業の必要性

事業の効率性

　１　事業ごとに本様式を作成すること。
　２　「具体的な成果」欄については、できる限り客観的な数値を掲げて具体的に記載すること。

具体的な成果

　現在の行政執行においては事務効率の向上のために電算機器の整備が必須であり、また、それらに付随す
る環境づくりを行ってこそ連合としての最大限の事務効率を発揮するものとして当該事業を実施しました。

　初期投資整備については、業務がスタートしてから、もしくは並行して実施するのであれば時間の浪費に繋が
ると考え、当初よりスムーズな行政運営を行うことを目的に実施するものです。

　本年度としては初期投資としての支出があったため、連合設立の1つの目標である経費削減を果たすことはあ
りませんが、20年度の当初予算及び21年度の当初予算の比較において、連合設立によって10,013千円の削減
効果が表れており、今後更なる経費削減・財政健全化が期待されています。


